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想定エネルギー量2,200kcal 
±200kca（l  基本形） 

食事バランスガイドとは？ 

●1日に、「何を」、「どれだけ」食べたらよいかを考える際の参考にしていただけるよう、食事
の望ましい組み合わせとおおよその量をイラストでわかりやすく示したものです。

●健康で豊かな食生活の実現を目的に策定された「食生活指針」（平成12年3月）を具体的
に行動に結びつけるものとして、平成17年6月に厚生労働省と農林水産省が決定しました。
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食料産業・６次産業化交付金
【２，７１９（２，１９２）百万円】

対策のポイント
６次産業化に係る市場規模の拡大に向けて、関連事業（加工・直売、バイ

オマス、食育等）を都道府県向けの交付金として集約・再編し、地域内に雇

用を生み出す取組や施設整備を支援します。

＜背景／課題＞

・６次産業化に係る市場規模を拡大するとともに、これに伴う付加価値のより多くの部

分を農村地域に帰属させるため、地域内に雇用を生み出す取組や施設整備を支援する

必要があります。

・また、都道府県の実態に応じて、柔軟にメニューの活用が可能となるような仕組みと

することが必要です。

政策目標
○６次産業化の市場規模の拡大

（5.5兆円（平成27年度）→10兆円（平成32年度））

○６次産業化のうち、加工・直売分野における市場規模の拡大

（2.1兆円（平成27年度）→3.2兆円（平成32年度））

○第３次食育推進基本計画の目標の達成

○バイオマス産業都市における新産業を400億円規模まで拡大（平成37年）

＜主な内容＞

各都道府県の実態に応じて、柔軟にメニューの活用が可能となるよう、関連事業（６

次産業化ネットワーク活動交付金、地域の魅力再発見食育推進事業、地域バイオマス利

活用推進事業）を集約・再編して新たな交付金を創設し、次の取組を支援します。

（１）加工・直売の取組への支援

（２）地産地消をはじめとした食育の推進

（３）バイオマス利活用への支援

（４）営農型太陽光発電の高収益農業の実証

交付率：都道府県へは定額

（事業実施主体へは１／２以内、１／３以内、３／１０以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等

お問い合わせ先：

（１）の事業

食料産業局産業連携課 （０３－６７３８－６４７３）

（２）の事業

食料産業局食文化・市場開拓課 （０３－３５０２－５７２３）

（３）及び（４）の事業

食料産業局バイオマス循環資源課 （０３－６７３８－６４７７）

［平成30年度予算概算要求の概要］
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